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第1章 救急時における医療情報閲覧方法

1. 概要説明

（1）本機能を使用できるユーザ

（2）本人確認方法

（3）マイナ保険証による本人確認時の留意事項

2. マイナ保険証による本人確認を行う

（1）目視確認による本人確認

（2）暗証番号入力による本人確認

（3）顔認証による本人確認

3. 救急時医療情報を閲覧する

第2章 その他

お問い合わせ先

目次
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改訂履歴 / 本書の表記について

版数 改訂年月日 該当箇所 主な改訂内容

1.00 2024/10/25 全体 初版作成

1.10 2025/4/6 p.5
パターン①「目視確認による本人確認」の実施方法を「顔認証付き
カードリーダーのみの操作で目視確認を行う場合」に差替え

1.20 2025/10/29 p.13 救急時医療情報閲覧の医療扶助対応に伴う内容の更新

1.30 2025/12/1 p.6,8,11
令和7年12月2日以降、従来の健康保険証が使用できなくなることに
伴う内容の更新（画像の差替えのみ）

本書の表記について

改訂履歴

本書は、救急時医療情報閲覧時における本人確認～情報閲覧時までの流れについて記載しています。
本書内に記載されている記号の凡例は下表のとおりです。

注意

＋ 補足資料

手順に関連するポイントについて説明しています。

手順に関連する注意点について説明しています。

補足資料について説明しています。

記号 説明
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1. 概要説明（1/2）

救急時医療情報閲覧機能とは、全国の病院において、患者の生命・身体の保護のために必要がある場合、
マイナ保険証による本人確認を行うことによって、患者の同意取得が困難な場合においても、医療情報等を閲覧可能とする仕組みです。

本機能を使用できるユーザ1

本人確認方法（患者特定方法）2

電子カルテシステムにて、病院の管理者から「救急時閲覧権限」を付与された者（医師等）のみです。

救急時医療情報閲覧機能を利用する際はまず本人確認が必要です。
パターン①～③の方法で本人確認を行うことで、救急時医療情報を閲覧することができます。

来院 本人確認方法の選択 本人確認 救急時医療情報閲覧

目視確認による
本人確認

パターン①

受付 診察室・処置室等

救急時医療情報
閲覧不可

病院
※職員等 ※ウォークイン

患者等

暗証番号入力による
本人確認

パターン②

なし

不可あり

顔認証による
本人確認

パターン③

可能

不可

可能 ※家族、介助者
等の動作補助可

患者本人

※2：電子カルテシステムの仕様により差異があるため、詳細は
ご利用の電子カルテシステムの操作マニュアルをご参照ください。

来院

マイナ保険証
の有無

患者本人による
顔認証

患者本人による
暗証番号入力

同意取得

救急時医療情報検索
（電子カルテシステムで
患者カルテを開く）
※二要素認証実施

救急時医療
情報閲覧

※1：同意取得困難な場合（同意拒否を含む）かつ患者の
生命、身体の保護のために必要な場合においては、同意
取得困難である旨を電子カルテシステムに記録していただけれ
ば、救急時医療情報（救急用サマリー等）を閲覧することが
可能です。

※1 ※2
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1. 概要説明（2/2）

マイナ保険証による本人確認時の留意事項3

マイナ保険証の取扱い

• 個人情報保護の観点から、原則として患者本人がカードリーダーに置くようにしてください。
• 職員はマイナ保険証に記載してあるマイナンバーを書き留めたり、保管したりしてはいけません。
• ただし、患者本人が自身でマイナ保険証をカードリーダーに置くことが難しい等のやむを得ない事情があり、本人から
希望があった場合、家族の方や介助者、職員等が患者本人のマイナ保険証をカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは、
差し支えありません。

患者本人が暗証番号を入力できない場合

• 暗証番号認証による資格確認は原則として患者本人が行う必要があります。
• 例外として、乳幼児又は成年被後見人については、法定代理人が患者本人に代わって暗証番号を入力することは可能です。
• マイナ保険証の暗証番号は本人確認のために重要なものであることから、慎重に扱うことが望ましく、原則として法定代理人以外の者に
知らせることは適当ではありません。ただし、本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、職員等が入力の動作補助を行う
ことは差し支えありません。

• なお、患者本人による暗証番号の入力が難しい場合は、顔認証又は職員の目視による本人確認により、資格確認を行うことも可能
です。

救急搬送等で患者本人が受付を通らない場合

• 病院職員等がマイナ保険証の顔写真で目視確認ができる場合、乳幼児又は成年被後見人の法定代理人が代わって暗証番号を
入力することができる場合は、マイナ保険証による本人確認をご検討ください。
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2. 本人確認を行う

目視確認用パスコードの入力来院

救急時
医療情報閲覧

本人確認

目視確認による本人確認（顔認証付きカードリーダーのみの操作で目視確認を行う場合）パターン①

マイナ保険証の券面の顔
写真と救急患者が一致す
ることを確認

顔認証付きカードリーダー
の初期画面にある「職員
用ボタン」を押下

目視確認用パスコード※を入力
(※事前にオンライン資格確認等
システムで発行する必要があります。)

結果確認・照会番号登録
救急時

医療情報閲覧

電子カルテ
システムで
患者カルテを開く

P.10

レセプトコンピュータ用端末等で
結果確認

照会番号の登録

病院毎に任意で照会番号（患
者を特定する任意の番号）を登
録しておくことで、次回来院時にス
ムーズに患者の特定ができます。

※ レセプトコンピュータ用端末の仕様により差異があるため、詳細は「レセプト
コンピュータ用端末等操作マニュアル」をご参照ください。

本人確認

＋ 補足資料
顔認証付きカードリーダーにおける目視確認による本人確認手順｜
医療機関等向け総合ポータルサイトにて「病院・診療所向けオンライン資格確認等システム運用マニュアル」をご参照ください。

家族の方や介助者、職員
等がマイナ保険証を顔認
証カードリーダーに置く

※同意選択は顔認証付きカードリーダー上で操作
を行います。

※正常に完了すれば、処理
完了メッセージが表示されます。

家族の方や介助者、職員等が顔認証付き
カードリーダー上で情報閲覧に「同意しない」
を選択する

＋ 補足資料
目視確認用パスコードの発行方法｜
医療機関等向け総合ポータルサイトにて「操作マニュアル（一般利用者・医療情報閲覧者編）」をご参照ください。
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「マイナンバーカードの目視
による本人確認」をクリック

資格確認日を入力「目視で本人確認完了」に
チェック

メニューの「マイナンバー
カードで確認」をクリック

2. 本人確認を行う

本人確認来院

救急時
医療情報閲覧

本人確認

目視確認による本人確認（汎用カードリーダーの場合）パターン①

マイナ保険証の券面の顔
写真と救急患者が一致
することを確認

家族の方や介助者、職員
等がマイナ保険証を汎用
カードリーダーに置く

結果確認・照会番号登録
救急時

医療情報閲覧

電子カルテ
システムで
患者カルテを開く

P.10

レセプトコンピュータ用端末等で
結果確認

照会番号の登録

病院毎に任意で照会番号（患
者を特定する任意の番号）を登
録しておくことで、次回来院時にス
ムーズに患者の特定ができます。

※ レセプトコンピュータ用端末の仕様により差異があるため、詳細は「レセプト
コンピュータ用端末等操作マニュアル」をご参照ください。

＋ 補足資料
汎用カードリーダーを利用した本人確認手順｜
医療機関等向け総合ポータルサイトにて「操作マニュアル（一般利用者・医療情報閲覧者編）」をご参照ください。
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2. 本人確認を行う
救急時

医療情報閲覧
本人確認

暗証番号入力による本人確認（顔認証付きカードリーダーの場合）パターン②

来院

家族の方や介助者、職員
等がマイナ保険証を顔認
証付きカードリーダーに置く

※同意選択は顔認証付きカードリーダー上で操作
を行います。

結果確認・照会番号登録
救急時

医療情報閲覧

電子カルテ
システムで
患者カルテを開く

P.10

レセプトコンピュータ用端末等で
結果確認

照会番号の登録

病院毎に任意で照会番号（患
者を特定する任意の番号）を登
録しておくことで、次回来院時にス
ムーズに患者の特定ができます。

※ レセプトコンピュータ用端末の仕様により差異があるため、詳細は「レセプト
コンピュータ用端末等操作マニュアル」をご参照ください。

＋ 補足資料
顔認証付きカードリーダーにおける目視確認による本人確認手順｜
医療機関等向け総合ポータルサイトにて「病院・診療所向けオンライン資格確認等システム運用マニュアル」をご参照ください。

本人確認方法で「暗証
番号入力」を選択する

暗証番号を入力する

本人確認

家族の方や介助者、職員等が顔認証付き
カードリーダー上で情報閲覧に「同意しない」
を選択する
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2. 本人確認を行う
救急時

医療情報閲覧
本人確認

暗証番号入力による本人確認（汎用カードリーダーの場合）パターン②

結果確認・照会番号登録
救急時

医療情報閲覧

電子カルテ
システムで
患者カルテを開く

P.10

＋ 補足資料
汎用カードリーダーを利用した本人確認手順｜
医療機関等向け総合ポータルサイトにて「操作マニュアル（一般利用者・医療情報閲覧者編）」をご参照ください。

メニューの「マイナンバー
カードで確認」をクリック

「暗証番号入力による本
人確認」をクリック

家族の方や介助者、職員
等がマイナ保険証を汎用
カードリーダーに置く

「暗証番号入力による本人確認」
をクリック

本人確認

資格確認日を確認・入力する

暗証番号を入力する 資格情報の結果が表示される
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2. 本人確認を行う
救急時

医療情報閲覧
本人確認

照会番号の登録

病院毎に任意で照会番号
（患者を特定する任意の
番号）を登録しておくことで、
次回来院時にスムーズに患
者の特定ができます。

結果確認・照会番号登録本人確認来院

患者が顔認証付きカードリーダーで
本人確認を行う

顔を枠内に入れてください

本人確認
方法を選択

顔認証付きカードリーダーに
マイナンバーカードを置く

レセプトコンピュータ用端末等
で結果確認

※ レセプトコンピュータ用端末の仕様により差異があるため、詳細は
「レセプトコンピュータ用端末等操作マニュアル」をご参照ください。※ 詳細は、「顔認証付きカードリーダー操作マニュアル」をご参照ください。

救急時
医療情報閲覧

電子カルテ
システムで
患者カルテを開く

P.10

パターン③ 顔認証による本人確認

※診療/薬剤情報の閲覧等
に係る同意取得を実施
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救急時
医療情報閲覧

本人確認

救急時医療情報閲覧機能利用時に改めて同意が必要ですのでご注意ください。
ただし、同意取得困難な場合（同意拒否を含む）かつ患者の生命、身体の保護のために必要な場合においては、同意取得困難である旨を
電子カルテシステムに記録していただければ、救急時医療情報（救急用サマリー等）を閲覧することが可能です。

注意 救急時医療情報閲覧機能利用時における同意取得について

救急時医療情報閲覧患者特定 救急時医療情報検索同意取得

電子カルテシステムより当該患者の救急時医療情報を閲覧電子カルテシステムで患者カルテを開く

目視確認による本人確認

パターン①
患者から口頭又は書面で
救急時医療情報閲覧の
同意取得

P.5-6

同意取得困難な場合も、
患者の生命、身体の保護
のために必要な場合、閲覧
することが可能です。

3. 救急時医療情報を閲覧する

暗証番号入力による本人確認

パターン②

顔認証による本人確認

パターン③

P.9

P.7-8
※二要素認証実施（電子カルテシステムの仕様により差異があるため、詳細はご利用の電子カルテシステム

の操作マニュアルをご参照ください。)
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参考資料｜救急用サマリーの概要（1/2）
救急時

医療情報閲覧
本人確認

救急用サマリー 帳票レイアウト

救急時医療情報閲覧機能利用時に閲覧できる救急用サマリーの帳票レイアウトは以下のとおりです。

1枚目 2枚目

厚生労働省HP「オンライン資格確認の導入について（医療機関・薬局、システムベンダ向け）」の「参考資料｜救急用サマリーの帳票レイアウト
（サンプル）」にて掲載しています。
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参考資料｜救急用サマリーの概要（2/2）
救急時

医療情報閲覧
本人確認

※1：電子処方箋情報については、既に電子処方箋管理サービスを導入済みの医療機関等で登録された情報が閲覧可能(救急用サマリーでは電子処方箋管理サービスに
登録された情報のうち調剤情報のみ閲覧可能)
※2：薬剤情報については令和3年9月診療分のレセプト（医科・歯科・調剤・DPC）から抽出した情報、診療情報については令和4年6月以降に提出されたレセプト
（医科・歯科・調剤・DPC）から抽出した情報、特定健診情報については令和2年度以降に実施し順次登録された情報が閲覧可能

救急時医療情報の表示項目ごとの表示期間は以下のとおりです。

3か月 5年

45日 100日

3か月 5年

5年 5年

3か月 5年

直近5年間のうち、最新の特定健診実施日 5年

救急用サマリー 通常の医療情報閲覧

受診歴

電子処方箋情報※1

薬剤情報※2

手術情報

診療情報※2

特定健診情報※2

表示項目

救急時医療情報 表示項目ごとの表示期間
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参考｜医療扶助のレセプト請求に関する留意事項
救急時

医療情報閲覧
本人確認

資格確認の結果が未委託であっても、公費負担者番号・受給者番号が表示される場合

• 医療扶助のオンライン資格確認、救急時医療情報閲覧機能の双方を導入している医療機関においては、未委託の場合でも救急時医療情報
を閲覧可能とするため、救急外来か通常外来かにかかわらず、オンライン資格確認等システムから公費負担者番号・受給者番号を返却します。

• このため、資格確認の結果が未委託の場合、これまでどおりレセプトコンピュータ用端末や電子カルテシステムの画面上には未委託である旨が表示
されますが、お使いの端末・システムの仕様によっては、公費負担者番号・受給者番号も表示される場合があります。

• 未委託の状態でレセプト請求を行うと返戻となる可能性がありますので、レセプトコンピュータ用端末等に未委託である旨が表示された場合、公費
負担者番号・受給者番号の表示有無にかかわらず、従来の運用どおり、受診の可否について福祉事務所に電話等により確認いただき、返却さ
れた番号によりそのままレセプト請求されないようお願いします。
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FAQでは、救急時医療情報閲覧機能に関するよくある質問と回答を記載しています。

救急時医療情報閲覧機能についてお困りの方は、以下の電話番号又はリンクからお問い合わせください。

お問い合わせ先

お問い合わせフォーム

電話

FAQ ⚫ 概要
救急時医療情報閲覧機能に関するよくある質問を掲載しています。

⚫ 操作手順
医療機関等向け総合ポータルサイトの「オンライン資格確認・オンライン請求」のページへアク
セスしてください。カテゴリ「よくある質問」に、救急時医療情報閲覧機能に特化したFAQを
公開しています。また、キーワードを入力することで関連情報を検索できます。

アクセスはこちら

⚫ 概要
お問い合わせフォームは、オンライン資格確認や診療/薬剤・特定健診等情報閲覧機能、
救急時医療情報閲覧機能について担当者へメールで相談できるお問い合わせ窓口です。
お問い合わせ内容は担当者が確認の上、ご連絡いたしますので、回答までに日数を要する
場合があります。

⚫ 操作手順
医療機関等向け総合ポータルサイトからお問い合わせフォームのページにアクセスしてください。
返信用の連絡先とお問い合わせ内容を入力し送信することで、担当者から回答があります。

⚫ 概要
コールセンターでは専任のスタッフが電話で直接対応します。ただし、窓口の混雑時や営業時間外は問い合わせ
フォームをご活用ください。

⚫ 営業時間: 平日8:00～18:00 土曜日8:00～16:00（いずれも祝日を除く）

⚫ 電話番号: 0800ｰ080ｰ4583（通話無料）

アクセスはこちら

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=com_med_inquiry
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=47ee9b4893e8ba507fa07cddfaba104d
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